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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 ＡＲＣＨＩＯＮ株式会社

証券コード 543A

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京証券取引所プライム市場

第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（外国法人）

氏名又は名称 ダイムラー・トラック・アーゲー（Daimler Truck AG）

住所又は本店所在地

ドイツ連邦共和国　ラインフェルデン・エヒターディンゲン　70771　ファ

ザーネンヴェーク10（Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-

Echterdingen, Germany）

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 2017年11月17日

代表者氏名 カリン・ラドストローム

代表者役職 プレジデント兼CEO（President & CEO）

事業内容 商用車の開発、製造及び販売等

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名

東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング

森・濱田松本法律事務所外国法共同事業

弁護士　福田　剛

電話番号 03-6266-8986

（２）【保有目的】

政策投資

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 1,142,162,760

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 1,142,162,760 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 1,142,162,760

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（2026年4月1日現在）
V 2,756,582,628

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
41.43

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

2026年4月1日 普通株式 1,142,162,760 41.43 市場外 取得 株式交付
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者は、2025年６月10日付で、提出者、トヨタ自動車株式会社（以下「共同保有者」といいます。）、日野自動車株式会社

（以下「日野自動車」といいます。）及び三菱ふそうトラック・バス株式会社（以下「三菱ふそう」といいます。）の４社の

間で、日野自動車及び三菱ふそうの経営統合（以下「本経営統合」といいます。）に係る経営統合契約（以下「本経営統合契

約」といいます。）を締結しています（なお、2025年７月31日付で、発行者は当該経営統合契約の当事者に加わる旨の契約を

各当事者と締結しております）。本経営統合契約において、各当事者は、以下の事項について合意しています。

（１）取締役指名権等

本経営統合後、提出者は、発行者の議決権の10％以上を保有する限りにおいて、発行者の監査等委員である取締役１名を指名

する権利を有します（以下「提出者指名取締役」といいます。）。本経営統合後、発行者又は提出者は、共同保有者が発行者

の議決権の10％以上を保有する限りにおいて、共同保有者に対して、１名の監査等委員である取締役候補者（以下「共同保有

者推薦者」といいます。）の推薦又は紹介を請求することができます。発行者は、その裁量により、共同保有者推薦者を取締

役として指名することができます。提出者及び共同保有者は、提出者指名取締役（共同保有者推薦者が取締役として指名され

た場合には提出者指名取締役及び共同保有者推薦者）が発行者の株主総会において取締役に選任されるよう、合理的な努力を

することとされています。

また、本経営統合後、提出者が発行者の議決権の10％以上を保有する限りにおいて、発行者において、独立社外取締役の人数

が、各当事者が別途合意した場合を除き、業務執行取締役、提出者指名取締役及び共同保有者推薦者の総数より２名以上下回

らないようにすることを合意しています。

（２）ロックアップ及び先買権

提出者と共同保有者は、本経営統合の効力発生日から60ヶ月間（以下「ロックアップ期間」といいます。）は原則として、両

者が別段の合意をしない限り、発行者の株式を譲渡することはできない旨合意しています。また、ロックアップ期間経過後に

ついては、一定の競合会社に対する市場内以外での譲渡等を除き、提出者及び共同保有者は、自らの保有する発行者の株式を

相手方の承諾なく譲渡することができ、一方、原則として当該株式の譲渡についてそれぞれ相手方に対して先買権を付与する

ことを合意しています。

（３）持分比率調整取引

提出者及び共同保有者は、発行者の普通株式の流通株式比率を高めるため、本経営統合後一定期間内に、両者の発行者におけ

る持分比率がそれぞれ発行済株式総数の25％（議決権比率については、提出者が26.7％、共同保有者が19.9％）となるよう、

本経営統合の効力発生と同時又はその直後、あるいはそれ以降で提出者及び共同保有者が別途合意するいずれかの時期に、提

出者及び共同保有者が別途合意する方法（例えば発行者の株式の売出し）により発行者の持分比率を減少させる取引（以下

「本持分比率調整取引」といいます。）を行うことを合意しています。なお、本持分比率調整取引には上記（２）のロック

アップ及び先買権は適用されません。

（４）議決権の一部不行使及び取得請求権の不行使

提出者は、本持分比率調整取引が完了するまでの間、共同保有者の事前の同意なく、株主総会において、提出者が単独で当該

株主総会において行使される総議決権の過半数を超える議決権を行使することとならないよう、その議決権の一部について行

使しないことを合意しています。

また、共同保有者は、発行者の議決権を20%以上保有している場合には、その議決権のうち20％以上に相当する部分について

行使しないことを合意しています。また、A種種類株式の発行要項に関わらず、共同保有者は、自らの保有するA種種類株式に

関して、一定の場合を除き、普通株式を対価とする取得請求権を行使しない旨を合意しています。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）

借入金額計（X）（千円）

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳
2026年４月１日に発行者を株式交付親会社とし、三菱ふそうを株式交付子会

社とする株式交付により普通株式1,142,162,760株を取得

取得資金合計（千円）（W+X+Y）
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②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

第３【共同保有者に関する事項】
１【共同保有者／１】

（１）【共同保有者の概要】

①【共同保有者】

個人・法人の別 法人（株式会社）

氏名又は名称 トヨタ自動車株式会社

住所又は本店所在地 愛知県豊田市トヨタ町１番地

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 1937年8月27日

代表者氏名 宮崎　洋一

代表者役職 取締役副社長

事業内容
自動車、産業車両、船舶、航空機、その他の輸送用機器および宇宙機器なら

びにその部分品の製造・販売・賃貸・修理ほか

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名 資本関連事業部長　森山　由英

電話番号 0565-28-2121

（２）【上記共同保有者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 1,142,162,628
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新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 1,142,162,628 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 1,142,162,628

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

上記「保有株券等の数（総数）」には、A種種類株式（無議決権株式）175,512,774株を含む。

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（2026年4月1日現在）
V 2,756,582,628

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
41.43

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

上記「株券等保有割合（％）」には、A種種類株式（無議決権株式）6.37％を含む。

第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】

（１）

（２）

ダイムラー・トラック・アーゲー（Daimler Truck AG）

トヨタ自動車株式会社

２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（１）【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 2,284,325,388

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H
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新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 2,284,325,388 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 2,284,325,388

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

上記「保有株券等の数（総数）」には、A種種類株式（無議決権株式）175,512,774株を含む。

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（2026年4月1日現在）
V 2,756,582,628

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
82.87

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）

上記「株券等保有割合（％）」には、A種種類株式（無議決権株式）6.37％を含む。

（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名
保有株券等の数（総数）

（株・口）
株券等保有割合（％）

ダイムラー・トラック・アーゲー

（Daimler Truck AG）
1,142,162,760 41.43

トヨタ自動車株式会社 1,142,162,628 41.43

合計 2,284,325,388 82.87
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